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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年７月20日開催の取締役会において、平成30年８月30日開催予定の第29回定時

株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知ら

せ致します。 

記 

１．変更の理由 

経営基盤の強化と充実を図るために、役付取締役として取締役会長を選定することができ

る旨を明記するものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 
 

現行定款 変更案 

第１条から第21条（条文省略） 第１条から第21条（現行どおり） 

  

（代表取締役及び役付取締役） 

 第22条 （条文省略） 

２．  （条文省略） 

３．  取締役会は、その決議によって、

取締役社長１名を選定し、また

必要に応じ、専務取締役及び常

務取締役各若干名を選定するこ

とができる。 

 

第23条から第49条（条文省略） 

（代表取締役及び役付取締役） 

 第22条 （現行どおり） 

２．  （現行どおり） 

３．  取締役会は、その決議によって、

取締役社長１名を選定し、また

必要に応じ、取締役会長１名、専

務取締役及び常務取締役各若干

名を選定することができる。 

 

第23条から第49条（現行どおり） 

 

 
３．日程  

定款変更のための株主総会開催日   平成 30 年８月 30 日 

定款変更の効力発生日        平成 30 年８月 30 日 

以上 


